
※発生届対象者：65歳以上、入院が必要、妊婦、
重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与または酸素投与が必要
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（１）すでに陽性が判明している方が救急受診する場合は、原則、居住地管轄保健所が受診調整する。医療機関は、受診結果を
当該保健所に情報提供する。また、患者が発生届出対象者となった場合は、当該保健所に発生届出を提出する。

（２）救急受診した患者が初めて陽性と判明した場合は、医療機関は、発生届出対象者を最寄りの保健所に発生届出を提出する。
また、届出対象外者の場合は、最寄りの保健所に受診結果を情報提供するとともに、患者に陽性者登録センターへの登
録を勧奨する。なお、陽性者の住所地管轄保健所が最寄りの保健所と異なる場合は、保健所間で情報提供を行う。

※発生届出の重複を確認

移管

令和４年１０月４日

話 題 事 項

担当課：健康推進課
担 当：池尻、仲
電 話：073-441-2643



全数届出の見直しに係る対応

前 提（日々の年代別感染者数を全数把握）

【発生届対象者】※重症化リスクのある方
①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③妊婦の方
④重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方

【日次報告のみ対象者】※重症化リスクの低い方
上記以外の者

基本的対応方針

“県内すべての陽性者の安心を確保しつつ、重症化リスクのある方に重点化”
【役割分担】
保 健 所 ［重症化リスクのある方に重点をおいた対応］
◇疫学調査、入院調整、健康観察、受診・救急対応

陽性者登録センター[拡充] ［重症化リスクの低い方対応］
◇日次報告のみ（発生届出以外）対象者の陽性者登録 ※自主検査(抗原キット､無料検査場)含む
◇陽性者登録した方の健康観察（My HER-SYSの活用）
◇保健所と要観察者の情報等共有

保健所業務支援センター ［入力等後方支援］
◇HER-SYS入力（発生届対象者・日次報告のみ対象者）
◇SMS（My HER-SYS）送信 ◇療養証明書発行

コールセンター ［窓口対応］
◇受診・救急等案内、保健所への取り次ぎ

Ｒ４.９.２６～和歌山県



全数届出の見直しに関する県民対応の流れ

④小児
⑤症状が強い方
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医療機関
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陽性者による登録

①②③④⑤以外の方かつ⑥⑦
⑥症状が比較的軽い方
⑦無症状の方

自主検査
（抗原キット※・無料検査場）

陽性
判明

陽性者登録センター

※発生届対象者：65歳以上、入院が必要、妊婦、重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与または酸素投与が必要

ＷＥＢ受付：２４時間

①65歳以上
②重症化リスク(基礎疾患)のある方
③妊婦

陰性

引き続き感染予防対策実施
症状続けば受診

届出対象外※発生届対象者

保健所

要観察者
ＭｙＨＥＲ-ＳＹＳを活用した健康観察 等

疫学調査

健康観察

療 養
入院 自宅療養 宿泊療養外来受診、かかりつ医の健康観察

オンライン診療受診 等

悪化傾向のある方

陽性者登録センターへの登録勧奨

和歌山県 Ｒ４.９.２６～

※体外診断用医薬品
として国に承認
されたものに限る



全数届出の見直しに係る対応・健康観察

保健所 陽性者登録センター

自宅療養者健康観察期間

健康
観察

保健所、かかりつけ医
My HER-SYS

My HER-SYS
(Web又は自動架電)

自宅療養物資等の配送※希望者 自宅療養物資等の配送※希望者

うち要観察者共有

診察
希望

基準:熱(4日連続38度以上)
94%以下、息苦しさ、胸痛等

オンライン診療
陽性者診療医療機関

要観察者(陽性者登録センターより)

救急
※ホームページ、コールセンター等で紹介予定

救急受診
入院
調整

療養期間終了後

療養証明書発行※希望者
［保健所業務支援センター］

救急受診 入 院

和歌山県 Ｒ４.９.２６～



新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について（和歌山県）

症状により日数は前後する ２４時間

検査陽性症状が出た日
② 症状軽快③ 療養解除

療 養 期 間

症状が出た日から７日間以上経過、かつ症状軽快から
２４時間以上経っていれば、検査なしで職場等への復帰可能（★）

２日間

（注）入院している方や高齢者施設に入所している方は、症状が出た日から１０日間以上経過、かつ症状軽快から７２時間以上経っていれば、
検査なしで職場等への復帰可能

※入院から自宅療養に移行した方は、症状が出た日から７日間の療養期間とする。

療養解除

２日間
７日間（５日目に検査キットで陰性を確認した場合は５日間
（★））

療 養 期 間

（★）症状がある場合は１０日間、症状がない場合は７日間が経過するまでは、感染リスクがある。
検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所

の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

特に、高齢者等重症化リスクのある方と接する業務※の者に関しては、１０日間を経過してからの勤務を依頼する。
※医療機関、高齢者施設、障害児（者）施設、保育所、認定子ども園で勤務する者を指す。

症状がある場合
①

症状がない場合

①人工呼吸器等による治療を行わなかった場合（人工呼吸器等による治療とは、人工呼吸器管理又はECMO管理による治療とする）
②症状が出始めた日とし、発症日が明らかでない場合には、陽性が確定した検体の採取日とする。
③解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向である場合。
④陽性が確定した検体の採取日とする。

※抗原定性検査キットによる自己検査（自費検査とし、保健所への報告は不要）

検査陽性④



問合せ窓口

問合せ内容 電話番号 名 称

抗原キット送付や陽性者登録
に関すること

050-2018-3138
(9:00～17:00)

陽性者登録センター

健康観察アプリ(My HER-SYS)
の使用方法や療養証明書発行
に関すること

0120-238-275
(9:30～20:30)

My HER-SYSコールセンター

医療機関受診や症状などに関
すること

073-441-2170
(24時間)

和歌山県コールセンター
(新型コロナ専用相談窓口)

無料検査の条件や実施場所に
関すること

050-3626-2225
(9:00～17:00)

ワクチン･検査パッケージ
等促進事業事務局

和歌山県新型コロナウイルス感染症診療・検査・療養等の情報サイト
(https://wakayama-covid19.jp/index.html)

和歌山県 Ｒ４.９.２６～


